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平成 21 年度地方消費者行政活性化交付金交付要綱 

 

 

（通則） 

第１ 平成 21 年度地方消費者行政活性化交付金（平成 21 年度一般会計補正予算（第

１号）に計上された「地方消費者行政活性化交付金」をいう。以下「交付金」と

いう。）の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和 30 年法律第 179 号）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行

令（昭和 30 年政令第 255 号）の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２ この交付金は、消費生活相談の複雑化、高度化が進む中、都道府県に設置する

消費者行政活性化のための基金の造成に必要な経費を交付し、消費者行政活性化

に向けた地方公共団体の取組を支援することにより、地域の消費者の安全で安心

な消費生活の実現に資することを目的とする。 

 

（交付先） 

第３ 交付金は、内閣総理大臣が都道府県知事に対し、その申請に基づいて交付する。 

 

（交付対象経費） 

第４ 交付金は、平成 21 年７月１日付府国生第 703 号内閣府国民生活局長通知の別紙

「地方消費者行政活性化基金管理運営要領」（平成 21 年７月１日一部改正。以下

「運営要領」という。）に基づいて都道府県が行う基金の造成に必要な経費を交付

の対象とする。 

 

（交付額の算定方法） 

第５ 交付金の交付額は、次の（１）及び（２）により算出された額の合計額（ただ

し、円未満は切り捨てるものとする。）と、運営要領第３（１）に定める別添の事

業を実施するための基金の造成に要する経費の実支出予定額とを比較して少ない

方の額とする。ただし、この場合において算定された額に 1,000 円未満の端数が

生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

（１）人口割分 １１０億円 × 
）βαの人口Σ（都道府県

βαの人口都道府県

ii

ii

i
i

××
××

  

（２）内閣総理大臣が必要と認めた額 

 

① αi：都道府県 iの消費生活相談員（常勤職員を除く）の処遇改善の取組を示す乗

率。以下のア、イについて、表に該当するαiのいずれか高い方の値とする。 
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  ア 地方消費者行政活性化のための“集中育成・強化期間”（平成 21 年３月５日

～平成 23 年度末。以下同じ。）内に都道府県 iが取り組む消費生活相談員（常

勤職員を除く）の報酬向上率 

イ “集中育成・強化期間”における都道府県 i の消費生活相談員（常勤職員を

除く）の報酬額、もしくは報酬額見込み（日額換算） 

 

② βi：都道府県 iの管内の市町村（特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以

下同じ。）全体の消費生活相談員（常勤職員を除く）の処遇改善の取組を示す

乗率。管内の市町村 iの乗率（γi）を次の算式によって算定した乗率の人口

シェアによる加重平均値。 

  βi＝ ii
γ

当該都道府県の人口

の人口当該都道府県の市町村
Σ ×  

③ γi：都道府県 iの管内の市町村 iの消費生活相談員（常勤職員を除く）の処遇改

善の取組を示す乗率。以下のウ、エについて、表に該当するγiのいずれか高

い方の値とする。 

ウ 地方消費者行政活性化のための“集中育成・強化期間”内に都道府県 i の管

内の市町村 iが取り組む消費生活相談員（常勤職員を除く）の報酬向上率 

  エ “集中育成・強化期間”における市町村 i の消費生活相談員（常勤職員を除

く）の報酬額、もしくは報酬額見込み（日額換算） 

 

表：相談員の処遇改善の取組と対応する乗率 

 
報酬向上率 

報酬額、報酬額見込み 

（日額換算） 

 乗率 

αi、γi 

Ａ マイナス 8,000 円未満 ０．５ 

Ｂ ０％ 8,000 円以上 10,000 円未満 ０．８ 

Ｃ ０．１％以上５％未満 10,000 円以上 15,000 円未満 １．０ 

Ｄ ５％以上１０％未満 15,000 円以上 20,000 円未満 １．５ 

Ｅ １０％以上２０％未満 20,000 円以上 ２．０ 

Ｆ ２０％以上 － ２．５ 

（注１）報酬額は、１日当たり８時間勤務に換算した値とする。社会保険料（雇用

主負担分）、費用弁償（交通費）、時間外勤務手当は含まない。 

（注２）報酬向上率は、平成 20 年度末の報酬額と交付申請時における 21～23 年度

末のいずれかの報酬額見込みとの比較とする。 

（注３）報酬額見込みは、交付申請時に地方公共団体が計画した値とする。 

（注４）報酬体系が複数存在する場合は、適用している消費生活相談員（常勤職員

を除く）の数及び勤務日数・時間による加重平均値を算出することとする。 

（注５）消費生活相談員（常勤職員を除く）を配置していない市町村については、

γiは０．８とする。 
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（注６）平成 20 年度末時点で、消費生活相談員（常勤職員を除く）を配置してい

ないが、平成 21 年度以降に新たに配置する市町村については、γiは１．５

とする。 

（注７）報酬向上率は、小数点以下第２位を四捨五入し、報酬額及び報酬額見込み

は、１円未満を切り捨てた値とする。 

 

（交付申請） 

第６ 都道府県知事は、交付金の交付を受けようとするときは、交付申請書（別紙様

式１）に関係書類を添えて、別に定める日までに内閣総理大臣に申請するものと

する。 

 

（交付の決定及び通知） 

第７ 内閣総理大臣は、第６の規定による交付申請があったときは、その内容を審査

の上、交付金の交付を決定するものとし、交付金の交付を決定したときは、交付

金交付決定通知書（別紙様式２）により、都道府県知事に通知するものとする。 

 

（交付の条件） 

第８ この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）基金造成の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、内閣総理大臣の

承認を受けなければならない。 

（２）基金の造成を中止する場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 

（３）基金の造成が予定期間内に完了しない場合又は基金の造成が困難となった場合

には、速やかに内閣総理大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

（４）基金に係る経理と他の経理は区別しなければならない。 

（５）交付金と基金造成に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式３によ

る調書を作成し、これを基金造成の完了の日（中止の承認を受けた場合には、そ

の承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しなければならない。 

（６）基金は善良な管理者の注意をもって管理し、第２の目的に反して、基金を取り

崩し、処分し、及び担保に供してはならない。 

（７）都道府県は、毎年度基金事業に係る経理の精算終了後、別に定めるところによ

り、事業実施の状況に関する報告を内閣総理大臣に提出しなければならない。 

（８）基金（交付金により造成した部分。以下「交付金相当分」という。）を活用して

行われる消費者行政活性化のための事業（以下「活性化事業」という。）の終了後

には、基金（交付金相当分）の残余額を国庫に返還しなければならない。 

（９）上記の他、基金の管理、運用、取崩し、活性化事業の実施、精算手続について

は、運営要領の定めによるところとする。 

 

（実績報告） 
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第９ この交付金の事業実績報告は、基金造成後速やかに又は別に定める日のいずれ

か早い日までに別紙様式４による報告書を内閣総理大臣に提出して行わなければ

ならない。 

 

（交付金の額の確定及び返還） 

第１０ 内閣総理大臣は、第９の事業実績報告に基づき交付すべき交付金の額を確定

した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を

定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずる。 

 

（是正のための措置） 

第１１ 内閣総理大臣は、第９の事業実績報告を受けた場合において、交付金の交付

決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させ

るための措置をとるべきことを都道府県知事に対して命ずるものとする。 

 

（その他） 

第１２ 特別の事情により、第５、第６及び第９に定める算定方法、手続によること

ができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けてその定めるところによるもの

とする。  
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（別紙様式１） 

 

第 号 

平成 年 月 日 

 

内閣総理大臣 ○○ ○○殿 

 

                     都道府県知事 ○○ ○○ 

 

平成 21 年度地方消費者行政活性化交付金の交付申請について 

 

 

 

 標記について、関係書類を添えて次のとおり申請する。 

 

 

 

１ 交付申請額                   金        円 

 

２ 基金造成経費所要額調書（別紙１） 

 

３ 基金造成計画書（別紙２） 

 

４ 添付書類 

（１） 歳入歳出予算（見込み）書抄本 

 （２）その他参考となる書類 
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（別紙１）  

基金造成経費所要額調書 

 

基金造成に要する経費の支

出予定額 

（Ａ） 

第５により算出された合計

額 

（Ｂ） 

交付金所要額 

（ＡとＢを比較して少な

い方の額） 

 

円 

 

円

（内閣府記入欄）

円

（内閣府記入欄）

（注）平成 21 年度地方消費者行政活性化交付金により造成する基金に相当する部分について記載

する。 

 

基金造成に要する経費の支出予定額詳細 

主な経費区分 支出予定額 

１．消費生活センター等設置、増設、拡充 円

２．消費生活相談員養成・レベルアップ 円

３．消費生活相談窓口高度化 円

４．その他の消費者行政活性化のための提案事業 円

（注１）（交付金の算定方法）第５（２）の算定の際の参考とする。 

（注２）運営要領第３（１）の別添を参考に、 

１．については、１．消費生活センター機能強化事業、２．消費生活相談スタートアップ事業、

６．広域的消費生活相談機能強化事業、１１．一元的相談窓口緊急整備事業、 

２．については、３．消費生活相談員養成事業、４．消費生活相談員等レベルアップ事業、 

３．については、５．消費生活相談窓口高度化事業、７．食品表示・安全機能強化事業、９．商

品テスト強化事業、１０．地方苦情処理委員会活性化事業、 

４．については、８．消費者教育・啓発活性化事業、１２．消費者行政活性化オリジナル事業、 

への活用を念頭に置いた経費として区分し、記載するものとする。 

 



交付要綱第５の乗率の積算

αi：都道府県iの消費生活相談員の処遇改善の取組

βi：都道府県iの管内の市町村の消費生活相談員の処遇改善の取組
自治体名 自治体コード ①平成20年度末

の報酬額
②“集中育成・
強化期間”内の
報酬額、もしく
は報酬額見込み
（上段）と対応
するγiの値

（下段）

③報酬向上率
（％）（上段）
と対応するγi

の値（下段）

⑤　人口（人）

βi

（注８）管内の市町村数については、交付申請時のものとする。自治体コード欄はコードの番号順に記載すること。

（注６）平成20年度末時点で、相談員（常勤職員を除く）を配置していないが、平成21年度以降に新たに配置する市町村については、
　　　　γiは１．５とする。

（注４）報酬体系が複数存在する場合は、適用している消費生活相談員（常勤職員を除く）の数及び勤務日数・時間による加重平均値を
　　　　算出することとする。

（注５）消費生活相談員（常勤職員を除く）を配置していない市町村については、γiは０．８とする。

（注７）報酬向上率は、小数点以下第２位を四捨五入し、報酬額及び報酬額見込みは、１円未満を切り捨てた値とする。

④　②と③のγiの

いずれか高い方

④　②と③のαiの

　いずれか高い方

②“集中育成・強化期間”
　内の報酬額（上段）、
　もしくは報酬額見込みと
　対応するαiの値（下段）

③報酬向上率（％）
　（上段）と対応する
　αiの値（下段）

①平成20年度末の報酬
　水準

（注１）報酬額は、１日当たり８時間勤務に換算した値とする。社会保険料（雇用主負担分）、費用弁償（交通費）、時間外勤務手当は
　　　　含まない。

（注２）報酬向上率は、平成20年度末の報酬額と交付申請時における21～23年度末のいずれかの報酬額見込みとの比較とする。

（注３）報酬額見込みは、交付申請時に地方公共団体が計画した値とする。
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（別紙２） 

基金造成計画書 

 

 

基金の 

保有区分 

保管予定額 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円

 

 

合計額   

（注）１．基金の保有区分は、金融機関への預託等保有形態別に記載すること。 

   ２．備考欄は、基金の保有形態別に造成予定年月日、予定年利率等を記載する

こと。 

   ３．平成 21 年度地方消費者行政活性化交付金により造成する基金に相当する部

分について記載すること。 
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（別紙様式２） 

内閣府発第 号 

 

平成 21 年度地方消費者行政活性化交付金交付決定通知書 

 

○○（都道府）県知事 殿 

 

 平成○○年○○月○○日付第○号で申請のあった平成 21 年度地方消費者行政活性

化交付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法

律第 179 号）第６条第１項の規定により、次のとおり交付することに決定したので、

同法第８条の規定により通知する。 

 

 平成○○年○○月○○日 

 

                   内閣総理大臣          印 

 

１．交付金の交付の対象となる経費は、平成 21 年７月１日付内閣府発国生第 702 号内

閣府事務次官通知の別紙「平成 21年度地方消費者行政活性化交付金交付要綱」（以

下「交付要綱」という。）第４に定める経費である。 

 

２．交付金の額は、次のとおりである。ただし、交付対象経費の内容が変更された場

合において、交付金の額が変更されるときは、別に通知するところによるものとす

る。 

 

   交付金の額  金           円 

 

３．この交付金は、交付要綱第８に掲げる事項を条件として交付するものである。 

 

４．交付対象事業に係る実績報告は、交付要綱第９に定めるところにより行わなけれ

ばならない。 

 

５．この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律第９条第１項の規定による申請の取下げをすることが

できる期限は、平成○○年○○月○○日とする。 
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（別紙様式３） 

 

平成 21 年度地方消費者行政活性化交付金調書 

 

平成２１年度 内閣府所管 

国 都道府県 

歳入 歳出 

歳出

予算

科目 

交付決

定額 

科目 予 算

現額 

収 入

済額

科目 予 算

現額

う ち

交 付

金 相

当額

支出済

額 

うち交

付金相

当額 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

（記入要領） 

１ 「国」の「歳出予算科目」は、項及び目（交付決定が目の細分において行われる

場合は目の細分まで）を記載すること。 

２ 「都道府県」の「科目」は、歳入にあたっては款、項、目、節を、歳出にあって

は、款、項、目をそれぞれ記入すること。 

３ 「予算現額」は、歳入にあっては、当初予算額、補正予算額等の区分を、歳出に

あっては、当初予算額、補正予算額、予備費支出額、流用増減等の区分を明らかに

して記入すること。 

４ 「備考」は、参考となるべき事項を適宜記入すること。 

５ 平成 21 年度地方消費者行政活性化交付金により造成する基金に相当する部分に

ついて記載すること。 



 

11 

（別紙様式４） 

 

第 号 

平成○年○月○日 

 

内閣総理大臣 ○○ ○○殿 

 

                     都道府県知事 ○○ ○○ 

 

平成 21 年度地方消費者行政活性化交付金の事業実績報告について 

 

 

 

 標記について、関係書類を添えて次のとおり報告する。 

 

 

 

１ 交付精算額                   金        円 

 

２ 基金造成経費精算書（別紙１） 

 

３ 基金造成事業実施状況調書（別紙２） 

 

４ 添付書類 

 （１）条例 

 （２）歳入歳出決算（見込）書抄本 

 （３）その他参考となる書類 
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（別紙１）  

基金造成経費精算書 

 

基金造成に要する経費

の実支出額 

（Ａ） 

 

円 

第５により算出された

合計額 

（Ｂ） 

 

円

交付金所要額（ＡとＢを

比較して少ない方の額） 

（Ｃ） 

 

円 

交付決定額 

（Ｄ） 

 

 

円

交付金受入額 

（Ｅ） 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）平成 21 年度地方消費者行政活性化交付金により造成する基金に相当する部分について記載すること。
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（別紙２）  

基金造成事業実施状況報告書 

 

基金の 

保有区分 

造成年月日 保管額 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 円

 

 

合計額    

（注）平成 21 年度地方消費者行政活性化交付金により造成する基金に相当する部分に

ついて記載すること。 
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